
 

 

 

 

 

 

 

は じ め に 

 

 

「精神保健福祉ハンドブック2025」をお届けします。 

 このハンドブックは、長野県内の精神保健福祉サービスや医療の全体像を把

握できるよう、制度のあらましや県内の関連機関の情報を集約したものです。現

在は時代の動向を踏まえて、冊子体で配布するのではなく、原則として当セン

ターのホームページより閲覧していただくことを前提として作成しております

が、いつもお手元に置くハンドブックのように、長野県の精神保健福祉に関して

知りたいことがあるときに、まず参照していただける網羅的な情報源としてお

役に立つことができれば幸いです。 

 現在、厚生労働省の主導のもとで「精神障害にも対応した地域包括ケアシステ

ム」の構築が地域ごとに進められています。精神障がいの有無や程度にかかわら

ず、誰もが安心して自分らしく暮らせる地域をつくるために、市町村や地域援助

事業者、精神科医療機関、その他の医療機関などが連携して支援体制を構築する

ことが求められています。ささやかではありますが、保健、福祉、医療分野の関

係者が連携して地域の実情に合わせた機能的な支援体制を構築するための一助

になればとも願っております。 

 

なお、このハンドブックは、3年に1度全県を対象とした調査を行って情報を更

新していますが、掲載された各関係機関の状況は変化している可能性がありま

す。ご利用にあたっては、当該機関のホームページなどで最新の状況をご確認く

ださい。ご意見やご要望があれば、ぜひ当センターまでご意見をお寄せくださ

い。ハンドブックがより実用的なものとなるよう、今後ともご支援とご助力をお

願い申し上げます。 

 

 

 令和8年3月 

 

長野県精神保健福祉センター 

  所長 萩 原 徹 也 
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